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船舶事故調査報告書 

 

                               令和４年６月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員   岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和３年３月２１日 ０６時００分ごろ～１０時４０分ごろの

間） 

発生場所 不明（三重県鳥羽市菅
すが

島
しま

東方沖～愛知県田原市伊良湖岬南東方沖の

間） 

事故の概要  漁船第二漁
りょう

盛
せい

丸は、無人の状態で航行しているところを目撃され

通報された後、所在が不明となり、後日、無人で東京都御蔵島
み く らし ま

南岸に

乗り揚げているところを発見された。 

 船長は、行方不明となり、後日、死亡認定された。 

事故調査の経過  令和３年４月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で行方不明となり、そ

の後死亡認定されたため、行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二漁盛丸、４.５トン 

 ＭＥ３－６２４０２（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.３９ｍ（Lr）×２.８８ｍ×０.９７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、平成１０年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 ８３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年３月１９日 

  免許証交付日 平成２８年１１月１６日 

        （令和４年５月２７日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船体が大破（全損） 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 南、風速 約１５m/s、視程 ２km 未満 

海象：波高 約３ｍ 

田原市には、令和３年３月２０日１６時０９分に波浪注意報が、 

２１日０４時１９分に強風注意報が、鳥羽市には、２０日１６時３８

分に波浪注意報が、２１日０４時２６分に強風注意報がそれぞれ発表

され、本事故当時、いずれも継続中であった。 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、さわら
．．．

引き漁の目的で、令和３年

３月２１日０６時００分ごろ、鳥羽市菅島漁港を出港し、菅島の東方
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沖の漁場に向かった。 

本船は、１０時４０分ごろ、伊良湖岬の南東方沖約３.６海里

（Ｍ）の海上で、通りかかった漁船の船長に、無人でさわら
．．．

引き漁の

漁具を出したまま約３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）

で東進するのを目撃された。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１（さわら
．．．

引き漁イメージ） 

 

無人で航行する本船を目撃した漁船の船長が、本船の船長が海中転

落したと思い、１１８番通報した。 

 通報を受けた海上保安庁は、巡視船等により捜索するも本船を発見

できず、管内各漁業協同組合に未帰還の漁船の有無を問い合わせたと

ころ、本船が未帰港であった。 

 本船は、海上保安庁、所属漁業協同組合（以下「漁協」という。）

等による捜索を継続する中、４月４日０９時００分ごろ、御蔵島南岸

に漂着しているのが発見された。 

 船長は、行方不明となり、後日、死亡認定により死亡届が受理さ

れ、除籍された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船の同型船 参照）  

 その他の事項 船長の救命胴衣の着用状況は不明であった。 

船長は、本事故の約３か月前に入院治療していたが回復し、退院後

は、本事故の１０日ほど前から漁を再開しており、健康状態に不安を

抱えている状況ではなかった。 

船長家族及び漁協関係者は、さわら
．．．

引き漁によって釣れた魚を船上

に揚げる際、船尾側で手繰り寄せるが、この際に誤って落水した可能

性があると本事故後に思った。 

本事故当日は、朝から風が強く吹き、漁協の多くの漁船が出漁を取

りやめており、本船を含む数隻の漁船のみが、菅島の近傍で漁を行っ

ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

不明 

不明 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

不明 

 船長は、行方不明となり、後日、死亡認定された。 

 船長は、強風注意報及び波浪注意報が発表され、風が強く波が高い

状況下、本船が約３kn の速力で引き漁を実施中に落水したものと考え

られるが、目撃者がおらず、落水に至った状況を明らかにすることは

できなかった。 

 本船は、菅島東方海域で引き漁を実施中に船長が落水し、無人で航

行を続け、その後御蔵島南岸に漂着したものと考えられる。 

原因  本事故は、波浪注意報及び強風注意報が発表され、風が強く波が高

い状況下、本船が引き漁を実施中に船長が落水したことにより発生し

たものと考えられる。 

再発防止索 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、天気予察を十分に行い、悪天候が予想される場合、出漁

を取りやめること。 

・船長は、出漁中も天候の変化に十分注意し、天候の悪化が予想さ

れる場合は漁を取りやめて帰港する等、安全な場所に避難するこ

と。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 本船が無人の状態で東進しているところを

目撃された場所 

（令和３年３月２１日１０時４０分ごろ） 

× 

漂着した本船が発見された場所 

（令和３年４月４日０９時００分ごろ） 

菅島漁港 

三重県 
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新島 

神津島 
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写真１ 本船の同型船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


